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な場合には、計算式②を用います。

（3）時給制
時給×割増率
　時間帯により時給額が異なる場合

には、時間帯に応じた時給額に割増

率を乗じて割増賃金を支給する必要

があります。通常は早番勤務である者

が臨時で遅番勤務となった際に８時

間を超えて勤務した場合には、遅番

勤務の時給額を基に計算します。

（4）年俸制
年俸額（変動部分を除く）÷1年間に
おける1カ月平均所定労働時間数×
割増率
　決定された年俸額を16分割し、そ

のうちの16分の12を月例給与として

支給、残りの16分の4を賞与等で支

給する場合でも、あらかじめ支給する

　割増賃金については労働基準法

37条で規定されていますが、主に

（図表1）の３種類となります。

　管理もしくは監督の地位にある者に

ついては、①時間外割増および②休日

割増は適用対象外となりますが、③深

夜割増については支給対象となります。

　なお、月60時間超の時間外割増

率50％以上について、現在は大企

業のみ適用対象となっていますが、

2023年（令和5年）4月1日以降は全

企業が対象となります（図表2）。

　割増賃金計算において、１時間あ

たりの額（割増基礎単価）を算出す

ることが通常ですが、以下の計算式

となります。

（1）月給制
①月給÷１年間における1カ月平均
所定労働時間数×割増率
②月給÷各月の所定労働時間数×
割増率
　計算式②を用いた場合、毎月の所

定労働時間数の変動に伴い割増基

礎単価も変動することから、多くの企

業が計算式①を用いています。

（2）日給制
①日給÷支給日の所定労働時間数
×割増率
②日給÷１週間における１日平均所
定労働時間数×割増率
　日ごとに労働時間数が異なるよう
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時間外手当（割増賃金）の
算出方法

　弊社の賃金は、基本給と諸手当（職務手当、家族手当〈配偶者1万円、子5千円〉、住
宅手当〈持家５万円、賃貸３万円〉、精勤手当）で構成されていますが、月額で支給する
もののほか、在宅勤務を行った日に対し1日500円の在宅手当を支給しています。時
間外手当計算において、基本給と職務手当の合計額に割増率25％を乗じて時間外単
価を算出していますが、当該計算方法で問題ないでしょうか。

　このケースでは、基本給、職務手当のほか、住宅手当、精勤手当についても割増賃金基礎額に含める必要が
あります。また、在宅手当の支給日に時間外労働が発生した場合には、当該手当も含める必要がありますが、月
給と日給では計算式が異なる点に留意してください。
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1． 割増賃金と割増率

2． 割増賃金の計算方法

ことが決定された固定年俸額（この場

合は16分の16）を基に計算します。

　歩合給制とは「出来高払制」「請

負制」ともいい、「売上げに対し〇％、

契約成立１件に対して〇円」といっ

た一定の成果に対し定めれられた

金額を支払う賃金制度のことをいい

ますが、歩合給制であっても法定労

働時間を超えて労働した場合や休

日労働をした場合は、その部分につ

いて割増賃金を支給する必要があ

り、以下のとおりとなります。

（5）歩合給制（図表3）
歩合給÷支給対象月の総労働時間
数×割増率（25％または35％）

　割増賃金計算において、家族・扶養

手当※、通勤手当※、住宅手当※、別居・

単身赴任手当、子女教育手当、臨時

に支払われる賃金（結婚手当・出産手

当・大入袋等）、１カ月を超える期間ご

とに支給される賃金（賞与・インセン

ティブ等）については含まなくてよい賃

金とされています。除外できる賃金は

図表4に列挙したものに限定されてお

り、これ以外の賃金はすべて割増賃金

基礎額に含める必要があります。

　このケースでは基本給、職務手当の

ほか、住宅手当、精勤手当についても

割増賃金基礎額に含める必要があり

ます。

　コロナ禍により、在宅手当を日額

で支給されている企業も多いと思わ

れますが、当該手当の支給日に時間

外労働が発生した場合には当該手

当も計算基礎に含める必要がありま

す。月給と日給が併給される場合は、

それぞれで算出した額を合算したも

のが割増賃金基礎額となる点にご

留意ください。
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な場合には、計算式②を用います。

（3）時給制
時給×割増率
　時間帯により時給額が異なる場合

には、時間帯に応じた時給額に割増

率を乗じて割増賃金を支給する必要

があります。通常は早番勤務である者

が臨時で遅番勤務となった際に８時

間を超えて勤務した場合には、遅番

勤務の時給額を基に計算します。

（4）年俸制
年俸額（変動部分を除く）÷1年間に
おける1カ月平均所定労働時間数×
割増率
　決定された年俸額を16分割し、そ

のうちの16分の12を月例給与として

支給、残りの16分の4を賞与等で支

給する場合でも、あらかじめ支給する

　割増賃金については労働基準法

37条で規定されていますが、主に

（図表1）の３種類となります。

　管理もしくは監督の地位にある者に

ついては、①時間外割増および②休日

割増は適用対象外となりますが、③深

夜割増については支給対象となります。

　なお、月60時間超の時間外割増

率50％以上について、現在は大企

業のみ適用対象となっていますが、

2023年（令和5年）4月1日以降は全

企業が対象となります（図表2）。

　割増賃金計算において、１時間あ

たりの額（割増基礎単価）を算出す

ることが通常ですが、以下の計算式

となります。

（1）月給制
①月給÷１年間における1カ月平均
所定労働時間数×割増率
②月給÷各月の所定労働時間数×
割増率
　計算式②を用いた場合、毎月の所

定労働時間数の変動に伴い割増基

礎単価も変動することから、多くの企

業が計算式①を用いています。

（2）日給制
①日給÷支給日の所定労働時間数
×割増率
②日給÷１週間における１日平均所
定労働時間数×割増率
　日ごとに労働時間数が異なるよう

ことが決定された固定年俸額（この場

合は16分の16）を基に計算します。

　歩合給制とは「出来高払制」「請

負制」ともいい、「売上げに対し〇％、

契約成立１件に対して〇円」といっ

た一定の成果に対し定めれられた

金額を支払う賃金制度のことをいい

ますが、歩合給制であっても法定労

働時間を超えて労働した場合や休

日労働をした場合は、その部分につ

いて割増賃金を支給する必要があ

り、以下のとおりとなります。

（5）歩合給制（図表3）
歩合給÷支給対象月の総労働時間
数×割増率（25％または35％）

　割増賃金計算において、家族・扶養

手当※、通勤手当※、住宅手当※、別居・

単身赴任手当、子女教育手当、臨時

に支払われる賃金（結婚手当・出産手

当・大入袋等）、１カ月を超える期間ご

とに支給される賃金（賞与・インセン

ティブ等）については含まなくてよい賃

図表1

①時間外割増

②休日割増

③深夜割増

25％以上

50％以上

35％以上

25％以上

法定労働時間（1日8時間、週40
時間）を超えたとき

法定時間外労働が月60時間を超
えたとき

深夜帯（22時～5時）に勤務した
とき

法定休日に勤務したとき

割増率支給条件

金とされています。除外できる賃金は

図表4に列挙したものに限定されてお

り、これ以外の賃金はすべて割増賃金

基礎額に含める必要があります。

　このケースでは基本給、職務手当の

ほか、住宅手当、精勤手当についても

割増賃金基礎額に含める必要があり

ます。

　コロナ禍により、在宅手当を日額

で支給されている企業も多いと思わ

れますが、当該手当の支給日に時間

外労働が発生した場合には当該手

当も計算基礎に含める必要がありま

す。月給と日給が併給される場合は、

それぞれで算出した額を合算したも

のが割増賃金基礎額となる点にご

留意ください。

3． 歩合給制の割増賃金

4． 割増賃金計算から
　  除外できる賃金

※除外できるのは、家族数、交通費・距離、家賃に比例して支給するものに限られ、一律・定額支給の場合は、家族手当等の名称であっても計算基礎額に含める必要があります。

図表2

図表3

図表4

出典：東京労働局「しっかりマスター 割増賃金編」

家族・扶養手当

通勤手当

住宅手当

除外できる賃金 除外できない賃金

・家族、扶養者数に応じて支給額が
異なる場合

・家族・扶養者がいない者にも支給する
場合（全員が支給対象となる場合）

・通勤距離にかかわらず定額支給する場合

・持家と賃貸に分けて定額支給する場合
・世帯主か否かで支給額が異なる場合

・通勤距離に応じて支給する場合
・交通費実費相当額を支給する場合

・住宅価格に応じて支給する場合
・家賃に定率を乗じて支給する場合

ある月の実績給（歩合給）の合計が190,000円であった労働者が、その月に決定時間外労働
18時間を含めて190時間労働していた場合

5． 本問への回答


